
暮らしの行政・法律相談所

相談員 相談できる内容

行政相談委員 ・
中部管区行政評価局

行政やくらしのお困りごとに関する相談

家庭内での悩みごと、男女共同参画に関する相談など

司法書士
遺言・相続・登記・成年後見などに関する相談

140万円以内の民事事件に関する相談

社会保険労務士 年金・社会保険・労務などに関する相談

行政書士
遺言・相続などの手続に関する相談

許認可等に関する相談

日時

場所

行政相談
キャラクター
キクーン

お問い合わせは
こちらへ

～相談無料・秘密厳守～

栄ガスビル５階
（住所：名古屋市中区栄３丁目15-33）

令和8年６月14日（日)

総務省 中部管区行政評価局

052-972-7415 （受付時間 平日 8:30～17:15）

当局では、来訪や電話等でも、

皆様からのお困りごとの相談を

受付けております。

行政相談専用ダイヤル

おこまりなら まるまる くじょー ひゃくとうばん

0 5 7 0 - 0 9 0 1 1 0

行政相談専用ダイヤル

整理券配布（ヴィーナスルーム）
13:00～

受付時間
13:15～16:00

相談時間
13:30～16:30

相続・年金・登記・労務・行政などの
お困りごとはありませんか？

受付場所 ヴィーナスルーム
相談会場 クイーンルーム

・相談時間は25分です。

・相談の受付は、当日13:00～ヴィーナス

ルームで先着順に整理券を配布して行います。

・入れ替え時間等があるため、相談受付枠は

最大６枠です。

・相談受付枠が埋まった相談員は、その時点

で受付を終了します。

相談時間・受付方法に
ついてのお知らせ
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